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「広島県子供の読書活動推進計画（第五次）」の策定について 

 

１ 要旨・目的 

「広島県子供の読書活動推進計画（第五次）」（以下「第五次計画」という。） を策定した。 

 

２ 現状・背景 

  令和元年 11月に策定した「広島県子供の読書活動推進計画（第四次）」の計画期間（おおむね５年間）の終

了に伴い、令和７年からの本県の子供の読書活動の推進に関する施策の基本方針と具体的な取組を示す第五次

計画を策定した。 

 

３ これまでの経緯 

年月日 概要 

令和６年７月 19日 
文教委員会 

・第五次計画骨子案について 

令和６年 11月 19日 
文教委員会 

・第五次計画素案について 

令和６年 12月 13日～令和７年１月 14日 県民意見募集（パブリックコメント）実施 

令和７年２月５日 
教育委員会会議〔第五次計画策定〕 

（※同日記者発表・公表） 

 

４ 計画の概要 

(1) 計画期間 

令和７年からおおむね５年間 

 

(2) 策定に当たっての考え方 

社会情勢の変化や国の動向、広島県教育に対する大綱等、広島県が推進する教育施策を踏まえ、全ての子

供たちが読書の楽しさや充実感を得られるよう、基本理念を「生涯にわたって読書に親しみ、人生をより深

く豊かに生きようとする人づくり」とし、発達段階に応じた効果的な取組により、広島県全体で子供の読書

活動を推進する。 

 

(3) 内容 

別紙１のとおり。 

 

５ 県民意見募集（パブリックコメント）の結果について 

別紙２のとおり。 

令和７年２月 14日 
課 名 教育委員会事務局 

義務教育指導課 
担当者 課長 松尾 
内 線 4970 

資料番号  ６ 
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第１章 計画の基本的な考え方 

Ⅰ 計画策定の趣旨 

  平成13年12月、国は「子どもの読書活動の推進に関する法律」を公布・施行し、第２ 

条において、「子どもの読書活動は、子どもが、言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、

創造力を豊かなものにし、人生をより深く生きる力を身に付けていく上で欠くことので

きないものであることにかんがみ、すべての子どもがあらゆる機会とあらゆる場所にお

いて自主的に読書活動を行うことができるよう、積極的にそのための環境の整備が推進

されなければならない」と基本理念を掲げ、平成14年８月には、同法第８条第１項の規

定に基づき、「子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画」（以下「基本計画」とい

う。）を策定し、その後、おおむね５年ごとに新たな基本計画を定めています。 

  本県においても、平成15年に「広島県子どもの読書活動推進計画」（「第一次計画」）を

策定し、その後、平成21年に第二次計画、平成26年に「広島県子供の読書活動推進計画

（第三次）」、令和元年には第四次計画を策定し、子供の読書活動の推進に取り組んでき

ました。 

また、令和６年９月、文化庁が16歳以上を対象に実施した令和５年度「国語に関する世

論調査」の結果が公表され、１か月に本を一冊も読まないと回答した人が62.6％、読書量

は減っていると回答した人が69.1％と、読書離れが進んでいる現状が浮き彫りになりま

した。大人に近い部分がある高校生の不読率が高い状況が続いていることを踏まえると、

乳幼児期から中学生までの読書習慣の形成を促すことの重要性は明らかです。 

  第四次計画期間における成果や課題、社会情勢の変化、国や県の動向を踏まえて、今

後のおおむね５年間の方向性を示し、社会全体で広島県の子供の読書活動の推進を図る

ために、「広島県子供の読書活動推進計画（第五次）」（以下「第五次計画」という。）を

策定します。 
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Ⅱ 国や県の動向 

  第四次計画策定以降、子供の読書活動に関する諸情勢に変化が見られました。 

  国の基本計画では、「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律（読書バリア

フリー法）の制定」、「教育におけるデジタル化の進展」及び「第６次「学校図書館図書

整備等５か年計画」の策定」を挙げ、次の４点が基本的方針として示されました。 

○ 不読率の低減 

  ○ 多様な子どもたちの読書機会の確保 

  ○ デジタル社会に対応した読書環境の整備 

  ○ 子どもの視点に立った読書活動の推進 

 

  広島県では「安心 誇り 挑戦 ひろしまビジョン」をはじめとして、教育施策に関

わる大綱や方針を示してきました。 

 （１）安心 誇り 挑戦 ひろしまビジョン（R3～R12） 

   ○乳幼児教育・保育の充実      

○学びの変革の推進    

○高等教育の充実  

○学びのセーフティネットの構築  

○特別支援教育の充実  

○キャリア教育・職業教育の推進   

○リカレント教育の充実 

 

 （２）広島県 教育に関する大綱（R3～R7） 

   ○ 広島で学んでよかったと思える 広島で学んでみたいと思われる 日本一の教 

育県の実現 

   ○ 一人一人が、生涯にわたって主体的に学び続け、多様な人々と協働して新たな

価値を創造する人づくりの実現 

 

 （３）「広島県 教育に関する大綱」に基づく教育委員会主要施策実施方針（R3～R7） 

   １ 乳幼児期における質の高い教育・保育の推進 

   ２ 「主体的な学び」を促す教育活動の推進による、これからの社会で活躍するた

めに必要な資質・能力の育成 

   ３ 一人一人の多様な個性・能力を更に生かし、他者と協働しながら新たな価値を

創造していくことができる力の育成 

   ４ 今後の社会経済環境の変化に対応できる高度な資質・能力を有する人材の育成 

５ 教育上特別な配慮を必要とする児童生徒等への支援 

   ６ 教職員の力を最大限に発揮できる環境の整備 

   ７ 安全・安心な教育環境の構築 

   ８ 生涯にわたって学び続けるための環境づくり 
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Ⅲ 第四次計画期間における子供の読書活動に関する状況 

１ 子供の読書活動の現状及び成果と課題 

  第四次計画において、読書習慣の形成に向けた取組の柱である「本に親しむ」、「目

的に応じて読む」、「本から学び自らの考えを深める」について、具体的な目標を立て、

取り組んできました。取組の柱ごとの子供の読書活動に関する状況は次のとおりです。 

 

○ 「本に親しむ」に関しては、令和元年

と比較して、全ての校種において不読率

が横ばい又は微増の傾向があり、引き続

き課題であると言えます。 

  

 ○ 「目的に応じて読む」に関しては、令

和元年と比較して、小学校・中学校・高

等学校の全ての校種で増加しており、改

善傾向にあります。 

 

 ○ 「本から学び自らの考えを深める」に 

関しては、小学校については目標値を

超え、中学校については目標値に近い

値で横ばいに推移しており、一定の成

果が出ています。高等学校においては

令和３年と比較してやや増加してお

り、改善傾向にあります。 

  

   なお、子供の読書習慣の形成を支える環境整備については、次のとおりです。 

   人的環境については、学校司書の配置状況が、小学校が 21.2％から 87.1％に、中学

校が 29.2％から 83.8％、高等学校は 2.2％から 23.2％と、いずれの校種においても配

置が大きく拡充されています。また、司書教諭等の人材育成については、研修の事後

アンケートにおいて、研修の内容が、所属校の図書館運営や読書活動の推進に「役に

立つ」と回答する受講者は 90％を超えています。このことから、人的環境の整備は進

んでいると言えます。 

   物的環境については、目標値には達していないものの、図書資料の適切な廃棄・更

新に努めている学校の割合が、小学校が 98.5％、中学校が 96.2％、高等学校が 89.6％、

特別支援学校が 100％であり、新聞を配備している学校の割合についても、全ての校

種において上昇しており、改善傾向にあります。 

 

   これらの状況から、全ての校種において課題となった「本に親しむ」を取組の柱と

し、読書習慣の形成を促すのはもちろんのこと、中学校・高等学校において目標値に

達していない「目的に応じて読む」や「本から学び自らの考えを深める」の柱につい

ても引き続き取り組み、大人への過渡期にある生徒が読書の必要性を真に感じ、主体

的に読書をする態度を育成する必要があります。また、環境整備についても引き続き

取り組み、子供の読書習慣の形成を支える必要があります。 

第四次計画における成果指標 

■ 本に親しむ 

1 か月に一冊も本を読まない子供の割合(不読率) 

 目標値 R1 R2 R3 R4 R5 

小 2%以下 9.8% － 12.9% 9.3% 11.8% 

中 8%以下 16.3% － 16.3% 14.4% 17.5% 

高 26%以下 47.9% 47.7% 46.4% 51.4% 54.2% 
 
■ 目的に応じて読む 

興味・関心があることや学習に関することを本や資料

などで調べている子供の割合 

 目標値 R1 R2 R3 R4 R5 

小 60%以上 61.2% － 66.0% 69.2% 67.7% 

中 60%以上 48.8% － 54.6% 57.2% 53.8% 

高 60%以上 17.4% 19.3% 19.8% 26.4% 26.7% 
 
■ 本から学び自らの考えを深める 

本を読んで自分の考えが広がったり（小）、自分の生き方等

を考えたり（中・高）する子供の割合 

 目標値 R3 R4 R5 

小 60%以上 75.4% 76.8% 75.2% 

中 60%以上 57.8% 60.2% 57.1% 

高 60%以上 49.8% 55.7% 52.8% 

 ※R3 からの新規質問項目 
「基礎・基本」定着状況調査児童生徒質問紙調査、広島県児

童生徒学習意識等調査、広島県高等学校生徒質問紙調査 

（広島県教育委員会） 
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２ 第四次計画における取組（指標）の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 指標 基準値（H30） 目標値 実績（R5） 

本
に
親
し
む 

多くの親子が集まる機会に、乳幼児と保護者に対して本に触

れるきっかけづくりを行っている市町 
21 市町 23 市町 23市町 

児童生徒の発達段階や実態に応じた本に親しませる取組を実

施している割合 
（「基礎・基本」定着状況調査学校質問紙調査、広島県児童生徒学習意識等調査学校

質問調査、広島県高等学校学校質問紙調査、広島県学校図書館の現状等に関する調

査） 

84.3%（小） 

89.5%（中） 

－ （高） 

100%（特） 

100%（小） 

100%（中） 

100%（高） 

100%（特） 

94.0%（小） 

93.3%（中） 

76.1%（高） 

100%（特） 

園・所が読み聞かせをほぼ毎日実施している割合 88.2% 100% 97.3% 

全校一斉の読書活動を実施している学校の割合 
（「基礎・基本」定着状況調査学校質問紙調査、広島県児童生徒学習意識等調査学校

質問調査、広島県学校図書館の現状等に関する調査） 

98.9%（小） 

100%（中） 

68.3%（高） 

100%（小） 

100%（中） 

100%（高） 

92.9%（小） 

92.5%（中） 

47.5%（高） 

「子ども読書の日」または「古典の日」における読書活動の取

組を実施している学校の割合 
（「基礎・基本」定着状況調査学校質問紙調査、広島県児童生徒学習意識等調査学校

質問調査、広島県学校図書館の現状等に関する調査） 

100%（小） 

99.6%（中） 

79.0%（高） 

100%（特） 

100%（小） 

100%（中） 

100%（高） 

100%（特） 

74.3%（小） 

65.3%（中） 

45.0%（高） 

87.5%（特） 

目
的
に
応
じ
て 

読
む 

読書活動年間指導計画等に基づき、教科等の学習に応じて読書

活動を推進している学校の割合 
（「基礎・基本」定着状況調査学校質問紙調査、広島県児童生徒学習意識等調査学校

質問調査、広島県学校図書館の現状等に関する調査） 

93.0%（小） 

82.0%（中） 

30.5%（高） 

100%（特） 

100%（小） 

100%（中） 

100%（高） 

100%（特） 

89.2%（小） 

81.2%（中） 

39.0%（高） 

100%（特） 

青少年を対象とした本の紹介（図書館だより、リーフレット、

リスト、HP、SNS等による）を行っている公立図書館 
20 市町 23 市町 21市町 

本
か
ら
学
び
自
ら
の 

考
え
を
深
め
る 

学校外の読書感想文、小論文等、本や資料を活用した作品コン

クールの応募、校内で同様のコンクールや読書会等を開催して

いる学校の割合（小・中・特） 

読書感想文や小論文等を書いたり、発表したりするなど、本や

資料を活用し、自らの考えを深め表現する機会を設けている学

校の割合（高） 
（「基礎・基本」定着状況調査学校質問紙調査、広島県児童生徒学習意識等調査学校

質問調査、広島県高等学校学校質問紙調査、広島県学校図書館の現状等に関する調

査） 

93.4%（小） 

90.0%（中） 

65.4%（高） 

37.5%（特） 

100%（小） 

100%（中） 

100%（高） 

100%（特） 

90.5%（小） 

87.9%（中） 

76.6%（高） 

87.5%（特） 

人
的
整
備
の
充
実 

読書ボランティアが児童サービスに協力している公立図書館

の割合 

（県内公共図書館等の活動状況（広島県公共図書館協会）による） 

68.9% 80%以上 83.3% 

図書館職員の研修の事後アンケートにおいて「大いに役に立
つ」と回答した割合（「初」は初任者研修、「専」は専門研修） 

75.8%（初） 

83.3%（専） 

80%（初） 

90%（専） 

81.3%（初） 

92.0%（専） 

司書教諭等研修の事後アンケートにおいて「役に立つ」と回答

した割合 
－ 90%以上 98.1% 

学校司書配置状況 
（公立学校における学校司書の配置状況に関する調査、広島県学校図書館の現状等

に関する調査） 

21.2%（小） 

29.2%（中） 

2.2%（高） 

－ 

87.1%（小） 

83.8%（中） 

23.2%（高） 

物
的
整
備
の
充
実 

乳幼児、児童及び青少年の発達段階に応じた図書館資料の収集

とサービスの充実を行っている公立図書館の割合 

92.1%（乳） 

100%（児） 

87.6%（青） 

95%（乳） 

100%（児） 

90%（青） 

93.2%（乳） 

100%（児） 

88.7%（青） 

障害者サービスを実施している市町 16 市町 23 市町 18市町 

図書資料の適切な廃棄・更新に努めている学校の割合 
（「基礎・基本」定着状況調査学校質問紙調査、広島県児童生徒学習意識等調査学校

質問調査、広島県高等学校学校質問紙調査、広島県学校図書館の現状等に関する調

査） 

－ 

100%（小） 

100%（中） 

100%（高） 

100%（特） 

98.5%（小） 

96.2%（中） 

89.6%（高） 

100%（特） 

新聞を配備している学校の割合 
（「基礎・基本」定着状況調査学校質問紙調査、広島県児童生徒学習意識等調査学校

質問調査、広島県学校図書館の現状等に関する調査） 

32.8%（小） 

22.5%（中） 

81.7%（高） 

12.5%（特） 

100%（小） 

100%（中） 

100%（高） 

100%（特） 

79.0%（小） 

72.8%（中） 

83.8%（高） 

43.7%（特） 

公立図書館と連携している学校の割合 
（「基礎・基本」定着状況調査学校質問紙調査、広島県児童生徒学習意識等調査学校

質問調査、広島県学校図書館の現状等に関する調査） 

68.0%（小） 

41.1%（中） 

15.9%（高） 

50.0%（特） 

100%（小） 

70%（中） 

40%（高） 

100%（特） 

75.7%（小） 

50.6%（中） 

71.3%（高） 

100%（特） 
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３ 第四次計画の現状を踏まえた今後の対応 

【読書活動の充実】 

  ○ 多くの園・所において、乳幼児への読み聞かせはほぼ毎日行っていますが、県が実施

した「令和元年度乳幼児期の教育・保育の充実に関する調査」によると、家庭での子

育てや家庭教育で大切にしていること、心がけていることについて、「絵本の読み聞

かせをすること」と回答した保護者は、７割程度に留まっています。子供が乳幼児期

から本に親しむことができるよう、保護者に働きかける取組などを進めることが必

要です。 

  ○ 「広島県児童生徒学習意識等調査児童生徒質問調査」の「１か月の間に、何冊くらい本を読

んでいますか。」という質問に対して、「読んでいない」と回答した児童生徒の、本を読まない

理由としては「読書より他にやりたいことがあったから（R5：小46.3％、中45.1％）」の割合

が最も多くなっています。また、「広島県高等学校生徒質問紙調査」の「平日(月曜日～金曜日)、

１日にどのくらい携帯電話等を用いてメールやＳＮＳ等を利用しますか。」という質問に対し

て、「１～３時間」「３～４時間」「４時間以上」と回答した生徒の割合の合計が、68.1％（R1）

から77.5％（R5）と増加しています。これらのことから、読書に使う時間が減っていると考え

られます。児童生徒が、家庭でも学校でも主体的に読書活動を行うことができるよう、読書活

動の機会や読書環境を充実させることが必要です。 

 

【組織的・計画的な読書指導】 

  ○ 読書指導の年間指導計画を立てて計画的に指導をしている学校は、小・中学校において微減

傾向にあり、高等学校においては４割程度に留まっています。そのため、各学校において年間

指導計画を立て、各教科や総合的な学習（探究）の時間等において、本や資料を活用して児童

生徒自らが調べる活動につなげていく探究的な要素を取り入れることや、本を読んで考えをも

ったり表現したりする教育活動を計画的に推進することが必要です。 

  ○ 司書教諭等研修受講者のいる学校における、受講当年と翌年の、「広島県児童生徒学習意識

等調査」で、「１か月の間に、何冊くらい本を読んでいますか。」という質問に対して「読んで

いない」と回答した児童生徒の割合が減少した学校は５割程度、「読書指導の年間指導計画を

立て、計画的に指導を行った」という項目について肯定的な回答に転じた学校は３割程度に留

まっています。このことから、学校図書館担当者だけでなく、学校全体で組織的・計画的な読

書指導に取り組むことが必要です。 

 

【公立図書館との連携】 

  ○ 「広島県児童生徒学習意識等調査」において、「公立図書館等と連携している。」と回答した

小学校は、そうでない小学校に比べて、１か月に本を一冊も読まない児童の割合が4.6ポイン

ト少ないなどの成果が出ています。一方、公立図書館との連携を行っていない学校が３割程度

あります。各学校がその意義や重要性についての理解を深め、公立図書館との連携を充実して

いくことが必要です。 
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Ⅳ 第五次計画における基本的な考え方 

１ 基本理念 

   生涯にわたって読書に親しみ、人生をより深く豊かに生きようとする人づくり 

 

２ 計画期間 

 本計画の期間は、令和７年からおおむね５年間とします。 

  

 ３ 基本方針 

   第五次計画では、基本理念に基づき、国や県の動向を踏まえ、第四次計画の成果と

課題に述べたとおり、取組の三つの柱「本に親しむ」、「目的に応じて読む」、「本から

学び考えを深める」を引き継ぐとともに、それぞれの柱における目指す子供の姿を明

確に示しました。 

 

＜目指す子供の姿＞ 

  ○子供が読書を楽しみ、主体的に本を読んでいる（本に親しむ）。 

  ○子供が様々な選択肢の中から、目的に応じて本や資料を選び、活用している（目的に応じて読む）。 

  ○子供が読書を通じて、考えを広げたり自己の生き方に生かしたりしている（本から学び考えを深める）。 

 

  これら目指す子供の姿の実現に向けて、次の５点に重点を置き、取組を推進します。 

（１）絵本に触れる機会の充実 

    平成 28 年から、園・所等における絵本の読み聞かせに係る研修や訪問支援など、

乳幼児期から絵本等に親しませる取組を実施したこと等により、「乳幼児期の育ちに

関する調査」において、乳幼児へほぼ毎日読み聞かせをしている園・所は、89.3％

（R1）から 97.3％（R5）に増加しました。 

    一方、「広島県子供の生活に関する実態調査」によると、家庭における読み聞かせ

については、７割程度に留まっています。 

小学校入学前に読み聞かせをしてもらった子供は、小学５年生時に読書に関する

興味が高いという、「子ども読書活動推進に関する評価・分析事業」の調査結果等を

踏まえて、保護者への取組の一層の充実を図り、乳幼児が絵本に触れる機会の充実

に取り組んでいきます。 

 

 （２）電子書籍の充実 

    第四次計画策定以降、子供の生活の変化として、スマートフォンの使用時間の増

加が挙げられます。スマートフォンや学校での一人１台端末等を使って、時間や場

所を問わず、読書を楽しむことができる電子書籍を整備することは、子供の読書形

態の選択肢や読書機会の拡充につながると考えられます。また、電子書籍の、文字

の大きさや色、背景の色を変更したり、読み上げ機能を活用したりすることで、多

様な子供たちの読書機会の確保にもつながります。全ての子供たちが主体的に読書

活動を行えるよう、発達段階に応じて電子書籍による読書や、国立国会図書館の視

覚障害者等用データ送信サービス、サピエ図書館の活用を推進していきます。 
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 （３）組織的・計画的な読書指導の充実 

    「司書教諭等研修」や司書教諭や図書館職員のスキルアップに向けた研修の受講

者の「役に立った」という回答は９割を超えていることから、一定の成果が見られ

ました。 

    しかしながら、受講者のいる学校において、不読率の改善が見られた学校は５割

程度、計画的な読書指導につながった学校は３割程度に留まっています。 

研修内容を学校全体での組織的な取組に広げるためには、学校図書館長である校

長が、その重要性を認識し、実践する必要があるため、管理職研修等で校長等へ働

きかけ、司書教諭、学校司書を中心とした、組織的・計画的な読書指導が行われる

よう取組を推進していきます。 
 

 （４）図書館を活用した学びの充実 

    広島県学習意識等調査等の分析によると、「探究的な学び」が充実している学校は、

本や資料を活用して、興味・関心があることや学習に関することを調べるなど、目

的に応じて本を読む児童生徒が多い傾向があります。このことから、図書館資料を

活用した探究的な学びの充実に向けた取組を推進していきます。 
 

 （５）公立図書館との連携の促進 

    県立図書館からの働きかけや各市町図書館の継続的な取組により、乳幼児、児童

生徒の発達段階に応じた図書館資料の整備やサービスの充実に取り組んでいる公立

図書館の割合は増加しています。 

    しかしながら、公立図書館と連携している学校の割合は、平成 30年度より増加し

ているものの、令和５年度において、小学校は 75.7％、中学校は 50.6％、高等学校

は 71.3％に留まっています。 

広島県学習意識等調査等の分析によると、「公立図書館と連携している」と回答し

た学校の児童生徒は、本を読むことが好きで、不読率が低い傾向があります。この

ことから、学校と公立図書館との連携を促進していきます。 
 

 ４ 施策体系 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

柱 中項目 

柱１ 
本に親しむ 

（楽しむ読書） 

家庭・地域における読書活動の推進 

乳幼児期における読書活動の推進 

児童生徒に対する読書活動の推進 

柱２ 
目的に応じて読む 
（見つける読書） 

学校図書館等を活用した学習の推進 

日常生活等で本や資料を選び活用する取組の推進 

柱３ 
本から学び考えを深める 

（考える読書） 

本や資料等を基に考えをもつ学習の推進 

日常の読書活動を通じて考えをもつ取組の推進 

環境 
整備 

人的整備の充実 
多様な人々の参画 

多様な人材の育成 

物的整備の充実 
魅力的な読書環境づくり 

関係機関連携の強化 
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 ５ 施策イメージ 
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第２章 全ての子供の読書習慣の形成に向けた取組 

Ⅰ 本に親しむ（楽しむ読書） 

 目指す子供の姿  

子供が読書を楽しみ、主体的に本を読んでいる 

 

１ 家庭・地域における読書活動の推進 

 （１）家庭における読書活動の推進 

    子供の読書習慣は、家庭での日常生活を通して形成されるものであり、家庭にお

いては、保護者が読み聞かせをしたり、子供と一緒に本を読んだり、家族で図書館

や書店に出向いて一緒に本を選んだりするなど、子供の成長や発達段階に応じて、

読書に親しむきっかけや環境をつくることが大切です。 

    県教育委員会では、家庭での読書活動を通して家族のコミュニケーションを図り、

読書に対する子供の興味・関心を広げられるよう、家庭で本に親しむことや一緒に

読書をすることの大切さについての情報発信や、好事例の紹介をしていきます。 

     

 （２）地域における読書活動の推進 

    地域においては、それぞれの市町が読書計画を策定し、子供の読書活動推進に取

り組んでおり、その中でも公立図書館は、子供が読みたい本を自由に選ぶことがで

きる場であり、司書や司書補が相談役として読書活動を支援する場でもあります。 

    また、子供たちが本に親しむためのイベントの開催や、推薦図書等の情報提供、

読書を通じた体験活動（子ども司書、ブックトーク、ビブリオバトル等）の場を提

供しています。 

    県立図書館では、発達段階に応じた本のリストを提供したり、子供たちの興味・

関心を高める配架の仕方を工夫したりするなど参考となる取組を実施します。また、

定期的に開催する「けんりつ・おはなし会」の内容等を市町立図書館やボランティ

アの参考となるよう発信していきます。 

 

 【具体的な取組一覧】   

 取組内容 重点 

１ 

家庭で本に親しむことや一緒に読書をすることの大切さについて

の情報発信や、学校に対して、親子読書などの家庭内で取り組め

る読書についての好事例の紹介をする。【充実】 

①③ 

２ 

多様な子供たちに応じた本の情報、公立図書館で実施されている

児童・青少年サービス等、電子図書館を含む子供の読書に関わる

情報発信を行う。 

①②④ 

３ 
ボランティアと連携し、「けんりつ・おはなし会」を定期的に開催

する。 
① 

   ※重点欄の丸数字は、①絵本に触れる機会の充実、②電子書籍の充実、③組織的・計画的な読書指導

の充実、④図書館を活用した学びの充実、⑤公立図書館との連携の促進とする。 
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２ 乳幼児期における読書活動の推進 

   乳幼児期は、周りの大人から言葉を掛けてもらったり乳幼児なりの言葉を聞いても

らったりしながら言葉を次第に獲得する大切な時期であり、様々な体験を通じてイメ

ージや言葉を豊かにしながら、絵本や物語の世界を楽しむようになります。 

   特に、乳幼児期における読み聞かせは、新しい言葉や世界を知り、想像する力や考 

える力を育むことにつながります。 

そのため、家庭における読み聞かせが充実するよう、保護者に読み聞かせの大切さや

楽しさを伝える機会を増やす必要があります。 

   県教育委員会では、乳幼児期の成長過程に応じた絵本の楽しみ方などに関する情報

の発信や、絵本の読み聞かせに関する参加体験型学習プログラムの提供、市町等が行

う読み聞かせイベントの支援などに取り組みます。 

また、園・所等においても、幼稚園教育要領や保育所保育指針等に基づき、乳幼児

が絵本や物語に親しむ活動を積極的に行うことが重要です。 

園・所等における読み聞かせの機会を充実するため、県立図書館と連携して様々な

種類の図書を貸し出す取組や、読書環境の充実を図るための研修会などを実施します。 

 

 【具体的な取組一覧】   

 取組内容 重点 

１ 
絵本の読み聞かせに関する啓発資料等について、紙媒体に加えて、

ＳＮＳや母子手帳アプリ等を活用した情報発信を行う。【充実】 
① 

２ 

保護者が読み聞かせの大切さや楽しさを交流しながら学べる参加

体験型学習プログラムの提供や、市町等が行う読み聞かせイベント

の実施を支援する。【充実】 

① 

３ 
ブックスタートをはじめ、本に触れるきっかけづくりになる市町の

取組を支援する。 
① 

４ 
ネウボラ等と連携して、乳幼児健診等の場で絵本の読み聞かせを実

施する。【新規】 
① 

５ 
園・所等における読書環境が整うよう、物語絵本、科学絵本や図鑑

など様々な種類の図書の貸出しを行う。【充実】 
①⑤ 

６ 
園・所等における読書活動を推進する中心的な人材を育成するため

の研修会を開催する。【新規】 
① 

７ 
園・所等における保護者向けの読み聞かせに関する啓発が充実する

よう、好事例等の情報発信を行う。【充実】 
① 

８ 
幼児教育アドバイザー等が園・所等を訪問する際、読書環境の充実

の視点で助言を行う。 
① 

９ 
私立の幼稚園、保育園、認定こども園に対し、関係機関から情報提

供のあった図書に関する内容について周知を行う。 
①⑤ 

   ※重点欄の丸数字は、①絵本に触れる機会の充実、②電子書籍の充実、③組織的・計画的な読書指導

の充実、④図書館を活用した学びの充実、⑤公立図書館との連携の促進とする。 
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３ 児童生徒に対する読書活動の推進 

   学校は、子供が生涯にわたって読書に親しみ、人生をより豊かに生きていくために、

大きな役割を担っています。また、多様な背景をもつ子供の状況を踏まえ、多くの子

供が長い時間を過ごす学校において、読書の機会が確保されることは重要です。 

   小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校においては、児童生徒の発達段階や実

態に応じて、学校図書館における多様な読書活動の工夫や読書機会の充実など、本に

親しませる取組を推進する必要があります。 

   県教育委員会では、児童生徒が、多様な読書活動を通して多くの語彙や表現に触れ、

新たな考え方に出会うことができるよう、学校における読書機会の充実について働き

かけたり、学校図書館を効果的に活用している好事例等を情報発信したりする等、学

校における読書活動推進を支援していきます。 

   

 【具体的な取組一覧】 

   取組内容 重点 

１ 

学校における一人１台端末を活用した、公立図書館等の電子書籍に

よる読書活動について働きかけを行うとともに、好事例等を情報発

信する。【新規】 

②⑤ 

２ 

障害の状態に応じた読書補助具や ICT機器の活用等について、学校

の理解促進を図るとともに好事例や読書バリアフリーに関するサ

ービスを情報発信する。【新規】 

② 

３ 

全校一斉の読書活動や、「子ども読書の日」、「古典の日」、「読

書週間」等の組織的な取組の実施による、児童生徒の読書機会の充

実について各種研修等で働きかける。【充実】 

③ 

４ 

児童生徒の発達段階や実態に応じた本に親しませる取組（推薦図書

の紹介、児童生徒同士が本を紹介し合う活動、読み聞かせ等）の効

果について、各種研修で理解促進を図るとともに、好事例等を情報

発信する。 

③ 

５ 
選書基準を設定し、図書購入リクエスト等、児童生徒の意見聴取の

機会の確保をするよう、各種研修等で働きかける。【新規】 
③ 

６ 

県立図書館は、学校図書館に貸し出す図書館資料の充実を図るとと

もに、広報や訪問等によって利用を働きかけ、学校図書館を支援す

る。【充実】 

⑤ 

７ 
私立の小学校、中学校、高等学校に対し、関係機関から情報提供の

あった図書に関する内容について周知を行う。 
⑤ 

   ※重点欄の丸数字は、①絵本に触れる機会の充実、②電子書籍の充実、③組織的・計画的な読書指導

の充実、④図書館を活用した学びの充実、⑤公立図書館との連携の促進とする。 
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「本に親しむ（楽しむ読書）」の成果指標 

 
指標 

現状値 

（R5） 

目標値 

（R11） 

１ 
週に１回以上読み聞かせをしている保護者の割

合      乳幼児期の育ちに関する調査（広島県教育委員会）による 
－ 

75%以上 

（年少～年長児） 

２ 

「本を読むのが好きです」（小・中）、「本を読む

ことには、意義があると思います」（高）という

質問に対して、肯定的に回答する子供の割合 
広島県児童生徒学習意識等調査児童生徒質問調査、広島県高等学校生徒質問紙調査による 

76.3%（小） 

68.9%（中） 

－ 

90%以上（小） 

80%以上（中） 

70%以上（高） 

３ 

「１か月の間に、本を何冊くらい読みました

か」という質問に対して「読んでいない」と回

答する子供の割合（不読率の低減） 
広島県児童生徒学習意識等調査児童生徒質問調査、広島県高等学校生徒質問紙調査による 

11.8%（小） 

17.5%（中） 

54.2%（高） 

２%以下（小） 

８%以下（中） 

26%以下（高） 

 ※成果指標に示す小学校、中学校、高等学校には、小学校、中学校、高等学校に準ずる教育課程を履
修している特別支援学校を含む。 

 

 【参考】「本に親しむ（楽しむ読書）」に関連する指標 

 
指標 

現状値 

（R5） 

目標値 

（R11） 

１ 

保護者に対し、おすすめの絵本（知識・科学絵本

を含む）や物語などを紹介している園・所の割合 

乳幼児期の育ちに関する調査（広島県教育委員会）による 

84.8% 100% 

２ 
公立図書館の団体貸出しを利用している園・所の

割合          乳幼児期の育ちに関する調査（広島県教育委員会）による 
33.3% 40% 

３ 
公立図書館の個人貸出冊数（人口一人当たり） 

             図書館統計（広島県公共図書館協会）による 
4.6冊 5.0冊 

４ 
「好きな本があります」という質問に対して、肯

定的に回答する子供の割合 
広島県児童生徒学習意識等調査児童生徒質問調査による 

－ 
 90%（小） 

 80%（中） 

５ 
全校一斉読書等、読書活動を計画的・組織的に実

施している学校の割合 
広島県児童生徒学習意識等調査学校質問調査、広島県学校図書館の現状等に関する調査による 

92.9%（小） 

92.5%（中） 

47.5%（高） 

  － （特） 

100%（小） 

100%（中） 

 70%（高） 

100%（特） 

６ 

本に親しませる取組を実施している学校の割合 

 
広島県児童生徒学習意識等調査学校質問調査、広島県高等学校学校質問紙調査、広島県学校図書

館の現状等に関する調査による 

94.0%（小） 

93.3%（中） 

76.1%（高）  

100%（特） 

100%（小） 

100%（中） 

  80%（高） 

100%（特） 
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Ⅱ 目的に応じて読む（見つける読書） 

  目指す子供の姿  

  子供が様々な選択肢の中から、目的に応じて本や資料を選び、活用している 

 

１ 学校図書館等を活用した学習の推進 

   小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領には、言語能力の育成

を図るために、各学校において必要な言語環境を整えるとともに、国語科を要としつ

つ各教科等の特質に応じて、言語活動を充実することや、学校図書館を計画的に利用

しその機能の活用を図り、児童生徒の自主的、自発的な読書活動を充実すること、ま

た、公立図書館の活用を積極的に図り、資料を活用した情報の収集活用等の学習活動

を充実させることなどの読書に関する事項が示されています。 

   また、多様な課題が生じている今日においては、様々な情報を活用し、課題の発見・

解決や、社会的な価値の創造に結び付けていく資質・能力の育成が求められています。

探究的な学習や教科の学習において、情報を収集、整理・分析し、まとめ・表現する

ことができるようにするために、学校図書館の効果的な活用が必要です。 

   県教育委員会では、図書館資料を活用した探究的な学びの好事例や、学校図書館を

活用した、各教科等における児童生徒の情報活用能力の育成に向けた取組例を普及・

啓発することにより、各学校図書館を活用した読書活動推進の支援をします。また、

各種研修や学校訪問等の機会を捉えて、学校図書館の機能を活用した、教科等の授業

づくりなどについて指導・助言していきます。 

 

 【具体的な取組一覧】 

   取組内容 重点 

１ 

司書教諭等研修や管理職研修で、「読書活動年間指導計画」や「学校

図書館年間利用計画」、「情報活用能力指導計画」等に基づき、学校

図書館の機能を活用した、教科や総合的な学習（探究）の時間等の

学習に応じた読書活動の推進について働きかける。【充実】 

③④ 

２ 
司書教諭等研修で、学校図書館の利用についてのオリエンテーショ

ンの実施を働きかける。【新規】 
③④ 

３ 

各種研修や県教育委員会 HP「夢あふれる学校図書館」において、学

校図書館を探究的な学習等で活用している学校の取組、県教育委員

会や県立図書館の取組を紹介する。【充実】 

④ 

４ 

県立図書館は、選書・環境整備等の参考となるよう「ひろしま子ど

もサイエンスライブラリー」「青少年の学びのトビラ」等、学校図書

館を活用する学習につながる図書館サービスの充実を図る。【充実】 

④⑤ 

５ 
県立図書館は、広島県の特色や地域の課題など実社会と関連した探

究的な学習等を支援するための郷土資料の収集・貸出しを行う。 
④⑤ 

   ※重点欄の丸数字は、①絵本に触れる機会の充実、②電子書籍の充実、③組織的・計画的な読書指導

の充実、④図書館を活用した学びの充実、⑤公立図書館との連携の促進とする。 
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 ２ 日常生活等で本や資料を選び活用する取組の推進 

   子供が、家庭や学校以外において、自分の興味のある本を選んだり、学習したりす

る場所として、公立図書館は大きな役割を担っています。 

   子供が主体的に本や資料を選び、活用することができるよう、乳幼児期から、自ら

興味・関心のある本を見つけられる環境にすることや、公立図書館の活用を促進する

ことが大切です。 

   また、県立図書館や一部の市立図書館において電子図書館サービスが実施されてい

ます。学校では、一人１台端末が配備されていることから、時間や場所を問わず活用

できる電子図書館の特性（利点）について周知することによって、興味・関心がある

本や資料、課題解決の手助けとなる本や資料を選び、活用する機会の拡大につながる

ことが期待されています。 

   県教育委員会では、日常生活において、本や資料を活用する子供が増えるよう、公

立図書館の利活用について、情報発信を行い、各学校の取組を支援していきます。 

 

 【具体的な取組一覧】   

 取組内容 重点 

１ 
園・所等における読書環境が整うよう、物語絵本、科学絵本や図鑑

など様々な種類の図書の貸出しを行う。《再掲》 
①⑤ 

２ 
司書教諭等研修や学校訪問等において、公立図書館（電子図書館を

含む）の活用について好事例等を情報発信する。【充実】 
②⑤ 

３ 

私立の幼稚園、小学校、中学校、高等学校や保育園、認定こども園

に対し、関係機関から情報提供のあった図書に関する内容につい

て周知を行う。 

⑤ 

   ※重点欄の丸数字は、①絵本に触れる機会の充実、②電子書籍の充実、③組織的・計画的な読書指導

の充実、④図書館を活用した学びの充実、⑤公立図書館との連携の促進とする。 
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 「目的に応じて読む（見つける読書）」の成果指標 

 
指標 

現状値 

（R5） 

目標値 

（R11） 

1 

「興味・関心があることや学習に関することを、

本や資料を活用して調べている」という質問に対

して、肯定的に回答する子供の割合 
広島県児童生徒学習意識等調査児童生徒質問調査、広島県高等学校生徒質問紙調査による 

67.7%（小） 

53.8%（中） 

26.7%（高） 

80%以上（小） 

70%以上（中） 

60%以上（高） 

 ※成果指標に示す小学校、中学校、高等学校には、小学校、中学校、高等学校に準ずる教育課程を履

修している特別支援学校を含む。 

 

 【参考】「目的に応じて読む（見つける読書）」に関連する指標 

 
指標 

現状値 

（R5） 

目標値 

（R11） 

１ 
読書活動年間指導計画等に基づき、計画的に指導

している学校の割合 
広島県児童生徒学習意識等調査学校質問調査、広島県学校図書館の現状等に関する調査による 

89.2%（小） 

81.2%（中） 

39.0%（高） 

 100%（特） 

100%（小） 

100%（中） 

 70%（高） 

100%（特） 

２ 
県立図書館が市町立図書館及び学校図書館等から

の希望に応じ貸出しする冊数 
サービスの利用状況（広島県立図書館）による 

8,432冊 13,000冊 

３ 
公立図書館の個人貸出冊数（人口一人当たり） 

《再掲》         図書館統計（広島県公共図書館協会）による 
4.6冊 5.0冊 
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Ⅲ 本から学び考えを深める（考える読書） 

  目指す子供の姿  

子供が読書を通じて、考えを広げたり自己の生き方に生かしたりしている 

 

１ 本や資料等を基に考えをもつ学習の推進 

   子供は、読書を通じて、多くの知識を得たり、多様な文化への理解を深めたりする

ことができます。また、心に残る名作などの文学作品に加え、自然科学・社会科学関

係の書籍や新聞、図鑑等の資料を読み深めることを通じて、自ら学ぶ楽しさや知る喜

びを体得し、更なる探究心や真理を求める態度が養われます。 

   学校は、様々な読書活動を通じて、児童生徒が自分の考えを形成したり、表現した

りするなどの学習を推進することが重要です。 

   県教育委員会では、各種研修や訪問等において、児童生徒が様々な本や資料を活用

して自分の考えを形成したり表現したりする学習活動について指導・助言するととも

に、読書を通じた考えの形成や表現が、学校の教育活動全体で行われるよう、好事例

や各種サービスを情報提供していきます。 

 

 【具体的な取組一覧】 

   取組内容 重点 

１ 
各種研修や学校訪問等において、様々な本や資料を活用した授業づ

くりについて、指導・助言を行う。【充実】 
④ 

２ 
司書教諭等研修において、ICT 機器を活用した読書記録等、本や資

料を活用して自分の考えを表現する取組を紹介する。【新規】 
④ 

３ 
司書教諭等研修において、児童生徒の本や資料を活用した探究活動

を支援するサービス等について紹介する。【新規】 
④⑤ 

   ※重点欄の丸数字は、①絵本に触れる機会の充実、②電子書籍の充実、③組織的・計画的な読書指導

の充実、④図書館を活用した学びの充実、⑤公立図書館との連携の促進とする。 
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 ２ 日常の読書活動を通じて考えをもつ取組の推進 

   子供の読書に関する発達段階ごとの特徴について、「子どもの読書活動推進に関する 

有識者会議論点まとめ（平成 30年３月）」では、小学校中学年になると、「最後まで本

を読み通すことができる子どもとそうでない子どもの違いが現れ始める。読み通すこ

とができる子どもは、自分の考え方と比較して読むことができるようになる」傾向が

あるとの指摘があります。また、中学生の時期には、「多読の傾向は減少し、共感した

り感動したりできる本を選んで読むようになる。自己の将来について考え始めるよう

になり、読書を将来に役立てようとするようになる」とあります。 

   県教育委員会では、このような子供の発達段階等を十分に勘案した上で、子供が読

書を通じて考えを広げたり自己の生き方に生かしたりするために、学校図書館や公立

図書館を通して、本や資料の情報を提供していきます。 

 

 【具体的な取組一覧】 

 取組内容 重点 

１ 

公立図書館は、児童生徒の興味・関心の高い本や、自らの生き方や

社会問題等について考えを深めるきっかけとなる本を、学校に提供

する。 

⑤ 

２ 
児童生徒が読書活動を通じて自分の考えを形成したり表現したり

するのに役立つ、公立図書館の本や資料、サービス等の紹介を行う。 
②⑤ 

３ 
私立の小学校、中学校、高等学校に対し、関係機関から情報提供の

あった図書に関する内容について周知を行う。 
⑤ 

   ※重点欄の丸数字は、①絵本に触れる機会の充実、②電子書籍の充実、③組織的・計画的な読書指導

の充実、④図書館を活用した学びの充実、⑤公立図書館との連携の促進とする。 
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 「本から学び考えを深める（考える読書）」の成果指標 

 
指標 

現状値 

（R5） 

目標値 

（R11） 

1 

「本を読んで、知りたいことが分かったり、自分

の考えを広げたりすることがある。」 (小）、「本

を読んで、自分の生き方や社会との関わり方につ

いて考えることがある。」（中・高）という質問に

対して、肯定的に回答する子供の割合 
広島県児童生徒学習意識等調査児童生徒質問調査、広島県高等学校生徒質問紙調査による 

75.2%（小） 

57.1%（中） 

52.8%（高） 

80%以上（小） 

70%以上（中） 

60%以上（高） 

 ※成果指標に示す小学校、中学校、高等学校には、小学校、中学校、高等学校に準ずる教育課程を履

修している特別支援学校を含む。 

 

 【参考】「本から学び考えを深める（考える読書）」に関連する指標 

   
指標 

現状値 

（R5） 

目標値 

（R11） 

１ 

様々な読書活動を通じて、児童生徒が自分の考え

を形成し、表現するなどの取組を推進している学

校の割合 
広島県児童生徒学習意識等調査学校質問調査、広島県高等学校 学校質問紙調査、広島県学校図書

館の現状等に関する調査による 

90.5%（小） 

87.9%（中） 

76.6%（高） 

87.5%（特） 

100%（小） 

100%（中） 

90%（高） 

100%（特） 

２ 
公立図書館の個人貸出冊数（人口一人当たり） 

《再掲》      図書館統計（広島県公共図書館協会）による 
4.6冊 5.0冊 
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第３章 環境整備 

Ⅰ 人的整備の充実 

１ 多様な人々の参画 

   全ての子供たちが読書活動の恩恵を受けられるようにするには、様々な機関や人々

の連携・協力が不可欠であり、学校や公立図書館における読み聞かせ等のボランティ

ア活動や、読書のきっかけともなり得る様々な体験活動、学校図書館支援等を地域社

会と協働した活動として促進を図ることが重要です。 

   県教育委員会では、管理職研修等において、学校図書館長である校長のリーダーシ

ップの下、司書教諭や学校司書等を中心に、学校全体で組織的・計画的な読書指導に

取り組めるよう、働きかけていきます。さらに、読書活動を学校経営計画に位置付け、

学校評価によりＰＤＣＡサイクルを回しながら、効果的な読書活動が行われるよう、

働きかけていきます。 

    

 【具体的な取組一覧】   

 取組内容 重点 

１ 

校長のリーダーシップの下、司書教諭等を中心とした学校図書館運

営が組織的・計画的に行われるよう、管理職研修において働きかけ

る。（小・中・特）【新規】 

学校図書館全体計画の策定を促すとともに、校長を館長とし、司書

教諭等を中心とした学校図書館運営の組織体制の構築を図る。（高）

【新規】 

③ 

２ 

市町立小・中学校等の学校司書（専ら学校図書館の職務に従事する

職員）の配置の拡充について、市町教育委員会に対して働きかける。 

県立学校の学校司書（専ら学校図書館の職務に従事する職員）の配

置の拡充に努める。 

④ 

３ 
県立学校において、学校司書等を対象とした研修の機会を設け、図

書館担当者間のネットワーク構築の機会を設ける。【新規】 
④⑤ 

４ 
地域・保護者・ボランティア等様々な人材と協働して読書活動を推

進することの意義について、学校の理解促進を図る。【充実】 
①③⑤ 

５ 
読書ボランティア団体の情報を市町へ提供するなど、ボランティア

の活動機会が増えるよう必要な支援を行う。 
①⑤ 

   ※重点欄の丸数字は、①絵本に触れる機会の充実、②電子書籍の充実、③組織的・計画的な読書指導

の充実、④図書館を活用した学びの充実、⑤公立図書館との連携の促進とする。 
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 ２ 多様な人材の育成 

   図書館における司書等の専門的職員は、児童・青少年図書等を含む図書館資料に関

する広範な知識や、子供の発達段階に応じた図書の選択に関する知識、子供の読書指

導に関する知識・技能等を身に付け、子供やその保護者に対して、図書に関する案内

や助言を行うとともに、読書活動に関する相談に応じるよう努める必要があります。 

   公立図書館では、図書館における司書等の専門的職員や教職員、読書ボランティア

等、多様な人材のスキルアップが求められます。 

   学校図書館における司書教諭は、学校図書館を活用した授業や情報活用能力の育成

について助言を行うとともに、全ての教職員が児童生徒の読書活動や学習活動等にお

いて学校図書館を積極的に活用するよう働きかけることが求められています。 

また、読書活動を推進する人材育成の視点として、教職員を目指す大学生のうちか

ら、子供の読書活動の推進の意義について働きかけていくことが大切です。 

   県教育委員会では、学校図書館担当者の力量向上を図るだけでなく、例えば、読書

ボランティアの交流機会を設け、情報交換や活動の活性化を図るなど、子供の読書活

動に関わる全ての人材のスキルアップに向けた取組を充実します。 

 

 【具体的な取組一覧】   

 取組内容 重点 

１ 
園・所等における読書活動を推進する中心的な人材を育成するため

の研修会を開催する。【新規】《再掲》 
① 

２ 
県内の大学と連携し、教職員を目指す大学生に対して読書活動の推

進の意義について周知し、理解の促進を図る。【新規】 
④ 

３ 
各校の学校図書館の活用が充実するよう、先進的に取り組んでいる

学校図書館の見学会を実施する。 
③ 

４ 

司書教諭等研修の内容や対象者を見直し、学校図書館担当者の力量

向上を図るとともに、学校全体の取組につながる研修を実施する。

【充実】 

③ 

５ 
教育センターの「子どもの視点に立った読書活動の推進」を目指し

た講座において、実践発表や取組の交流を実施する。【新規】 
④ 

６ 
県立図書館は、公立図書館職員に対し、経験年数に応じた研修を実

施する。 
⑤ 

７ 
県立図書館は、教職員に対し、教育現場で役立つ本や情報の調べ方

についての研修を実施する。 
④⑤ 

８ 
県立図書館は、読書ボランティア等に対し、実践的な研修を実施す

る。 
①⑤ 

   ※重点欄の丸数字は、①絵本に触れる機会の充実、②電子書籍の充実、③組織的・計画的な読書指導

の充実、④図書館を活用した学びの充実、⑤公立図書館との連携の促進とする。 
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 「人的整備」に関連する指標 

 
指標 

現状値 

（R5） 

目標値 

（R11） 

１ 

読書活動年間指導計画等に基づき、計画的に指導し

ている学校の割合《再掲》 

広島県児童生徒学習意識等調査学校質問調査、広島県学校図書館の現状等に関する調査による 

89.2%（小） 

81.2%（中） 

39.0%（高） 

 100%（特） 

100%（小） 

100%（中） 

70%（高） 

100%（特） 

２ 

学校司書を配置している学校の割合 

公立学校における学校司書の配置状況に関する調査、広島県学校図書館の現状等に関する調査による 

87.1%（小） 

83.8%（中） 

23.2%（高） 

90%（小） 

90%（中） 

80%（高） 

３ 

ボランティアや保護者等、様々な人材が学校図書館

に関わっている学校の割合 

広島県児童生徒学習意識等調査学校質問調査、広島県学校図書館の現状等に関する調査による 

 － （小） 

 － （中） 

6.3%（高） 

 － （特） 

90%（小） 

50%（中） 

20%（高） 

50%（特） 

４ 

読書ボランティアが児童サービスに協力している

公立図書館の割合 

県内公共図書館等の活動状況（広島県公共図書館協会）による 

83.3% 100% 

５ 
公立図書館の個人貸出冊数（人口一人当たり） 

《再掲》               図書館統計（広島県公共図書館協会）による 
4.6冊 5.0冊 
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Ⅱ 物的整備の充実 

１ 魅力的な読書環境づくり 

   多様な子供たちの読書活動の充実に向け、公立図書館や学校図書館の整備・充実を

図るとともに、関係機関・団体等とも相互に連携しながら、望ましい読書環境づくり

を進めることが重要です。 

   公立図書館では、利用者のニーズに対応できるよう、電子書籍を含む多種多様な図

書館資料の収集・提供や誰もが安心して利用できる場の整備が必要です。また、県立

図書館が中心となって県内全域のサービス向上につながるよう本や読書に係る様々な

情報の共有に努めます。 

   学校図書館は、学校図書館法において「図書館資料を収集し、整理し、及び保存し、

これを児童又は生徒及び教員の利用に供することによって、学校の教育課程の展開に

寄与するとともに、児童又は生徒の健全な教養を育成することを目的として設けられ

る学校の設備である」と示されており、学校の教育活動全体で頻繁に活用され、子供

たちの「心の居場所」となる、魅力的な学校図書館となることが求められています。 

   県教育委員会は、図書館資料の適切な廃棄・更新が組織的・計画的に行われ、児童

生徒が落ち着いて読書を行うことのできる、知的好奇心を醸成する学校図書館となる

よう、先進的な取組を進めている学校の事例を発信していきます。 

 

 【具体的な取組一覧】   

 取組内容 重点 

１ 

各種研修等で、「学校図書館リニューアルの手引」を活用し、図書館

資料の適切な廃棄・更新や、多様な図書の整備等、組織的・計画的

な図書館の整備を働きかける。【充実】 

③ 

２ 

県内の「子供の読書活動優秀実践校・園」（文部科学省）の取組や、

学校教育目標の実現に向けた学校図書館整備の好事例を、司書教諭

等研修や「夢あふれる学校図書館」の公開等で広く普及する。【充実】 

③④ 

３ 

電子書籍やバリアフリー図書等の充実及びリーディングトラッカ

ー等の読書補助具の配備を働きかけるとともに、整備が進んでいる

市町や学校の工夫について、様々な機会に発信する。【新規】 

②④ 

４ 

県立図書館は、「ひろしま子どもサイエンスライブラリー」など魅力

的な読書環境づくりに取り組むとともに、サービスの充実を図り、

市町立図書館等への情報提供に努める。 

⑤ 

５ 

県立図書館は、点字付き資料、ＬＬブック、マルチメディアＤＡＩ

ＳＹ図書等の資料や外国語資料、日本語学習者向け資料、電子書籍

の充実を図るとともに、学校や関係機関等へ情報提供に努める。【充

実】 

②⑤ 

６ 
県立図書館において、矯正施設等と連携し、様々な境遇の子供たち

への読書機会の提供を図る。 
⑤ 

７ 

私立の幼稚園、小学校、中学校、高等学校や保育園、認定こども園

に対し、関係機関から情報提供のあった図書に関する内容について

周知を行う。 

⑤ 

   ※重点欄の丸数字は、①絵本に触れる機会の充実、②電子書籍の充実、③組織的・計画的な読書指導

の充実、④図書館を活用した学びの充実、⑤公立図書館との連携の促進とする。 
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 ２ 関係機関連携の強化 

   多様な子供たちの読書活動を推進するためには、家庭、地域、学校が中心となり、

社会全体で取り組むとともに、様々な機関や人々の連携・協力が不可欠です。 

   公立図書館では、県内全域において必要な図書館資料を流通させ、読書機会の確保

をしていきます。 

   県教育委員会では、学校図書館と公立図書館の連携、公立図書館同士の連携・協力

体制の強化、加えて、学校図書館同士の連携促進に努めていきます。 

 

 【具体的な取組一覧】 

   取組内容 重点 

１ 

公立図書館との連携が充実するよう、各種研修等で公立図書館との

連携の意義や価値を周知するとともに、好事例を情報発信する。【充

実】 

⑤ 

２ 
公立図書館で行われている児童・青少年サービス、学校支援サービ

ス等を、学校に情報提供する。 
⑤ 

３ 

県立図書館は、市町立図書館及び学校図書館等に対して図書館資料

や国立国会図書館が提供する図書館向けサービスの情報等を提供

し、県内全域における読書機会の充実を図る。【充実】 

⑤ 

４ 
県立図書館は、市町立図書館に対して、学校図書館と連携する際に

必要な情報や図書館資料を提供し、連携を支援する。 
④⑤ 

５ 

私立の幼稚園、小学校、中学校、高等学校や保育園、認定こども園

に対し、関係機関から情報提供のあった図書に関する内容について

周知を行う。 

⑤ 

   ※重点欄の丸数字は、①絵本に触れる機会の充実、②電子書籍の充実、③組織的・計画的な読書指導

の充実、④図書館を活用した学びの充実、⑤公立図書館との連携の促進とする。 
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 「物的整備」に関連する指標 

 
指標 

現状値 

（R5） 

目標値 

（R11） 

１ 
適切な廃棄・更新をしている学校の割合 
 

広島県児童生徒学習意識等調査学校質問調査、広島県高等学校学校質問紙調査、広島県学校図書館

の現状に関する調査による 

98.5%（小） 

96.2%（中）

89.6%（高） 

 100%（特） 

100%（小） 

100%（中） 

100%（高） 

100%（特） 

２ 

公立図書館等と連携し、電子書籍を活用できる環

境を整備している学校の割合 

広島県児童生徒学習意識等調査学校質問調査、広島県学校図書館の現状に関する調査による 

14.1%（小 R6） 

14.5%（中 R6） 

17.5%（高） 

 － %（特） 

 75%（小） 

 75%（中） 

 75%（高） 

 75%（特） 

３ 
バリアフリー図書等を整備している学校の割合 

 

広島県児童生徒学習意識等調査学校質問調査、広島県学校図書館の現状に関する調査による 

65.2%（小 R6） 

61.9%（中 R6） 

83.8%（高） 

 － %（特） 

80%（小） 

80%（中） 

90%（高） 

100%（特） 

４ 
県立図書館が市町立図書館、学校図書館及び矯正

施設等からの希望に応じ貸出しする冊数 
サービスの利用状況（広島県立図書館）による 

9,714冊 14,000冊 

５ 

県立図書館が市町立図書館及び学校図書館等から

の希望に応じ貸出しする冊数《再掲》 

サービスの利用状況（広島県立図書館）による 

8,432冊 13,000冊 
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用語解説 

初出ページ 用語 解説 

１ 不読率 １か月に一冊も本を読まない子供の割合。 

２ 視覚障害者等の

読書環境の整備

の推進に関する

法律（読書バリ

アフリー法） 

令和元年６月、視覚障害、発達障害、肢体不自由等の障害により、書籍につ

いて、視覚による表現の認識が困難な者の読書環境の整備を総合的かつ計画

的に推進し、障害の有無にかかわらず全ての国民が等しく読書を通じて文字・

活字文化の恵沢を享受することができる社会の実現に寄与することを目的と

して公布・施行された法律。 

【文部科学省ＨＰ】 

https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/gakusyushien/1421441.htm 

２ 学校図書館図書

整備等５か年計

画 

公立小中学校等の学校図書館における学校図書館図書標準の達成、計画的な

図書の更新、新聞の複数紙配備、学校司書の配置拡充が図られることを目的

とした文部科学省の計画。 

【文部科学省ＨＰ】 

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/dokusho/link/mext_01751.html 

３ 学校司書 学校図書館の運営の改善及び向上を図り、児童又は生徒及び教員による学校

図書館の利用の一層の促進に資するため、専ら学校図書館の職務に従事する

職員。 

３ 司書教諭 「学校図書館司書教諭講習規程」による科目（５科目 10単位）を履修した教

員で、任命権者によって司書教諭として発令を受けた教員のこと。 

各種の図書館サービスを中心とした学校図書館の運営と、これを基礎に児童

生徒及び教員一人一人の教授学習過程で発生する多種多様な資料や情報要求

に応えることによって、教育と学習活動を支援することが含まれる。 

３ 廃棄 図書館資料のうち、破損・汚損・重複、内容の古くなったものなど、不要と

されるものを書架から除去し、処分すること。 

時には「除籍」と同義に用いられることもあるが、一般には資料の現物を処

分することを「廃棄」という。 

４ 子ども読書の日 国民の間に広く子どもの読書活動についての関心と理解を深めるとともに、

子どもが積極的に読書活動を行う意欲を高めるため設定された日（４/23)。 

４ 古典の日 国民の間に広く古典についての関心と理解を深めるようにするため設定され

た日（11/１) 。 

４ 公立図書館 「図書館法」においては、公共図書館のうち、地方公共団体が設置するもの。 

日本では私立図書館が少なく、ほとんどの公共図書館が公立図書館なので、

両者を同じ意味で用いる場合も多い。 

４ 読書会 何人かのグループで、特定の図書、または特定のテーマに関する複数の図書

を読み、これを話題として感想を述べ合い意見を交換し合う会。 

その場で同じ本を読む方法やあらかじめ読書をしてくる方法、あるいは輪読、

研究会などの方法がある。 

４ 公共図書館 第一に、「図書館法」第２条にいう“一般公衆の利用に供し、その教養、調査

研究、レクリエーション等に資することを目的とする”図書館のことを指す。

第二に、第一の意味の公共図書館のうち地方公共団体が設置する公立図書館

のことを指す場合がある。 

第一の意味で用いるのが正しいが、「図書館法」においては公共図書館という

用語が用いられておらず、かつ私立図書館の数が少ないために、実質的に第

二の意味で公共図書館という用語を使う場合も少なくない。 

４ 図書館職員 図書館で働いているすべての職員の総称。図書館員ともいう。 

専任職員のほかに臨時職員、嘱託職員、派遣職員などさまざまな身分の人が

いる。公共図書館の場合、専任職員の中にも、司書、事務職員、技術職員な

どがいる。 
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初出ページ 用語 解説 

４ 図書館資料 図書館が収集し、整理し、利用者に提供する資料。 

図書館法では第３条第１項に「図書、記録、視聴覚教育の資料その他必要な

資料（以下「図書館資料」という）を収集し」と述べている。 

６ サピエ図書館 点字図書や録音図書などの全国最大の目録データベース。全国の登録施設・

団体が制作・所蔵する資料と点字・音声図書出版目録からなる。視覚障害者

をはじめ、目で文字を読むことが困難な人を対象にしたサービスで、資料に

よっては貸出依頼を出したり、 コンテンツをダウンロードしたりすることも

できる。   【サピエＨＰ】https://www.sapie.or.jp/cgi-bin/CN1WWW 

９ 子ども司書 子供同士の読書リーダー。司書の仕事、図書館の仕組み、魅力的な本の紹介

方法などを習って、学校と図書館と地域で活躍する。 

９ ブックトーク 相手に本への興味が湧くような工夫を凝らしながら、あるテーマに沿って関

連付けて、複数の本を紹介すること。 

テーマから様々なジャンルの本に触れることができる。 

９ ビブリオバトル 書評合戦。 

発表者が読んで面白いと思った本を一人５分程度で紹介し、その発表に関す

る意見交換を２～３分程度行う。全ての発表が終了した後に、どの本が一番

読みたくなったかを参加者の多数決で選ぶ活動である。ゲーム感覚で楽しみ

ながら本に関心をもつことができる。 

10 ブックスタート 乳幼児への読み聞かせの体験とともに乳幼児と保護者に絵本を手渡し家族の

コミュニケーションを促す活動。 

０歳児健診などの機会に、絵本に接する機会の提供や、絵本の配布等を行っ

ている。 

10 ネウボラ 妊産婦・乳幼児等の状況を継続的・包括的に把握し、妊産婦や保護者の相談

に保健師等の専門家が対応するとともに、必要な支援の調整や関係機関と連

絡調整するなどして、妊産婦や乳幼児等に対して切れ目ない支援を提供する

ための拠点。 

10 幼児教育アドバ

イザー 

幼稚園教諭・保育士等を養成する大学等における指導者や、幼稚園長・保育

所長等として勤務経験のある者など、幼児教育の専門的な知見や豊富な実務

経験を有し、域内の幼児教育施設等への訪問支援等を通じて、教育内容や指

導方法、環境の改善等について助言等を行う者。 

22 学校図書館リニ

ューアルの手引 

【広島県教育委員会ＨＰ】 

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/kotoba/gakkotosyokannrinyu-

aru.html 

22 バリアフリー図

書 

大活字本、点字図書、ＬＬブック、布の絵本・さわる絵本、ＤＡＩＳＹ、電

子書籍など、障害の有無に関わらず、全ての人が読書による文字・活字文化

の恩恵を受けられるようにするため、読者の特性やニーズを意識して作られ

た図書のこと。 

22 リーディングト

ラッカー 

読書をする際、読みたい行を集中して読めるように、両隣の行の文字を隠し

て読み進めることができる読書補助具。 

22 ＬＬブック 「ＬＬ」は、スウェーデン語の Lättläst の略で、「やさしく読みやすい本」

という意味。 

分かりやすく書かれた本だが、幼児や子供向けのものではない。青年、成人

という生活年齢に合った内容が、読むことが苦手な人のために読みやすく書

かれた本である。知的障害、自閉症、学習障害などのある人や移住してきた

人にも理解できるように書かれた本である。 

22 マルチメディア

ＤＡＩＳＹ 

音声と一緒に、文字や画像が表示されるデジタル図書。 

読み上げている箇所の色が変わるハイライト機能で、どこを読んでいるのか

が一目で分かったり、読みやすいように、文字の大きさ、音声のスピード、

文字や背景の色を選んだりすることができる。 
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不読率の推移（Ｒ１～R５）

小学校入学前に読み聞かせをしてもらっ

た子供は、小学校５年生時に読書に関す

る興味が約５ポイント高い。

電子図書館サービスを使いやすいと感じ、

これからも使ってみたい生徒が多い。

不読率の低い学校ほど、学校経営計画に

位置付け、学校評価によりPDCAサイク

ルを回しながら、読書指導を行っている。

探究的な学びが充実している学校は、本

や資料を活用して調べている児童生徒の

割合が高い。

公立図書館と連携している学校の児童

生徒は、本を読むことが好きで、不読率

が低い。

【計画期間】 令和７年からおおむね５年間

【基本理念】 生涯にわたって読書に親しみ、人生をより深く豊かに生きようとする人づくり

【５年後の目指す姿】

 ○子供が読書を楽しみ、主体的に本を読んでいる。（本に親しむ）

 ○子供が様々な選択肢の中から、目的に応じて本や資料を選び、活用している。（目的に応じて読む）

 ○子供が読書を通じて、考えを広げたり自己の生き方に生かしたりしている。（本から学び考えを深める）

・ 週に1回以上読み聞かせをしている保護者の割合の増加 
・ ほぼ毎日読み聞かせを実施している園・所の割合の増加
・「本を読むのが好きです」（小・中）、「本を読むことには、意義があると思います」（高）という質問に対して、肯定的に回答
する子供の割合の増加

・「１ヵ月の間に、本を何冊くらい読みましたか」という質問に対して「読んでいない」と回答する子供の割合の減少（不読率
の低減）

・ 「興味・関心があることや学習に関することを、本や資料を活用して調べている」という質問に対して、肯定的に回答す
る子供の割合の増加

・ 「本を読んで、知りたいことが分かったり、自分の考えを広げたりすることがある。」 (小）、「本を読んで、自分の生き方
や社会との関わり方について考えることがある。」（中・高）という質問に対して、肯定的に回答する子供の割合の増加

柱１
本に親しむ
（楽しむ読書）

家庭・地域における読書活動の推進

乳幼児期における読書活動の推進

児童生徒に対する読書活動の推進

柱２
目的に応じて読む
（見つける読書）

学校図書館等を活用した学習の推進

日常生活等で本や資料を選び活用する取組の推進

柱３
本から学び考えを深める

（考える読書）

本や資料等を基に考えをもつ学習の推進

日常の読書活動を通じて考えをもつ取組の推進

環境
整備

人的整備の充実
多様な人々の参画

多様な人材の育成

物的整備の充実
魅力的な読書環境づくり

関係機関連携の強化

絵本に触れる

機会の充実

電子書籍の

充実

組織的・計画的な

読書指導の充実

図書館を活用した

学びの充実

公立図書館との

連携の促進

〇家庭での読み聞かせ

など、乳幼児期におい

て絵本に触れる経験

が不足している。

〇スマートフォンでの

メールやＳＮＳ、動画

視聴の時間が増加し

ている。

〇研修が校内全体に広

がっていない。

〇学校図書館や公立図

書館が活用されてい

ない。

〇読みたい本を読むこ

とができる読書環境

が整っていない。

第四次計画期間における課題等について 第五次計画について

【課題等】

【施策体系】

【展開イメージ】

乳幼児 小学生 中学生 高校生

大
人
へ
の
働
き
か
け

子
供
の
主
体
的
な
読
書
活
動

絵本に触れる機会の充実

公立図書館との連携の促進

図書館を活用した学びの充実

電子書籍の充実

組織的・計画的な読書指導の充実

【分析等】 【重点】

本文はこちらから
閲覧できます。
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「広島県子供の読書活動推進計画（第五次）」（素案）に係る 

県民意見募集の結果について 

 

１ 実施期間と結果 

期   間 令和６年 12月 13日（金）から令和７年１月 14日（火） 

意 見 数 11人 32件 

 

２ 寄せられた意見の内容と意見に対する県の考え方 

番号 寄せられた意見の内容 意見に対する県の考え方 

１ ５ページに学校図書館と公共図書館の連携につ

いて書かれているが、公共図書館だけでなく、

博物館や公民館などの社会教育施設とも積極的

に連携すべきである。子供時代にそういった施

設とどれだけかかわりがあったかで、社会人以

降も文化的な生活を送れるかどうかに差が出て

くるからだ。学校図書館に施設のパンフレット

を置く、一緒に講演会や展示を行うなどして、

子供のうちに社会教育施設に親しめるように働

きかけるべきだと考える。 

県立歴史博物館や県立歴史民俗資料館

の企画展や、公民館の企画イベントなど

の情報を、学校に積極的に発信するとと

もに、社会教育施設が学校と連携して、

児童生徒向けにその内容を分かりやす

く伝える取組などを実施するよう、働き

かけてまいります。 

２ 図書の購入で、バリアフリー図書の導入を進め

ているのがよい。様々なタイプのバリアフリー

図書の導入や相互貸借で、必要とする人に資料

や情報を渡せるようにするべきであり、また、

障害そのものに対する理解を深める本も増やす

べきだ。更に、全ての図書館でバリアフリー図

書の導入・提供ができるとよいと考える。 

頂いた御意見は、図書の購入に関する今

後の取組の参考とさせていただきます。 

３ 子供が読書に親しむために、図書館に行く機会

を増やす目的のイベントを行うとよいと思う。

本を読まなくても、勉強したり図書館の館内を

見学したりして、まずは図書館に来る習慣をつ

けさせるべきだと考える。現在も行っていると

思うが、子供司書の養成講座は引き続き続けて

ほしい。 

子供たちが読書に親しむことができる

よう、頂いた御意見は、今後の取組の参

考とさせていただきます。なお、現在認

証している子ども司書は 2,688 人とな

っており、本県の子供たちの読書活動の

活性化に寄与していると考えており、引

き続き育成に努めてまいります。 

４ 職員や現場の仕事・作業が増えないように考え

てほしい。また、現場や利用者の意見も聞いて

取り入れてほしい。 

頂いた御意見を参考にし、児童生徒にと

って様々な興味・関心に応える魅力的な

学校図書館運営が組織的に行われるよ

う、学校及び市町教育委員会等と連携し

てまいります。 

 

別紙２ 
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番号 寄せられた意見の内容 意見に対する県の考え方 

５ 小学校・公民館・中学校など、分散されている

「貸本」を大規模に集約しては如何か。人・物・

本を集約することでコストマネジメントも出来

て、利用者へのサービス向上につながると考え

る。 

各学校の学校図書館、公民館の図書スペ

ース等は、それぞれの目的に応じて設置

されており、それらを集約することは、

各利用者の利便性の観点からサービス

の低下につながる恐れがあるので、慎重

に検討する必要があると考えています。 

６ 著作権の問題があるかもしれないが、読み方が

上手な人に依頼して、絵本を読んでいる動画を

オンラインで自由に見てもらえるようにしては

どうか。 

絵本の読み聞かせ等に関する動画配信

については、著作権法上、原則として、

著作者の許諾が必要となることから、慎

重に判断すべきことと考えております。 

７ 「本」の定義や「読書」の意義が更新されてい

く中、時代の変化と変化を経てもなお大事にし

たいことを丁寧に議論された足跡を感じる。と

りわけ読書活動推進については、コロナ禍や生

活様式の変化、スマホやゲーム利用の拡大とは

無関係ではなく、なかなか成果の出にくい取組

だと思う。県立図書館の奮闘、学校司書配置拡

大、電子書籍の利用促進など、この５年間の各

機関のがんばりもしっかり次につないでくれて

いる。読書活動は、決して園所・学校だけがが

んばることではなく、世の中全体でその意義を

考えるべきことだろう。幅広い機関が協力して

行うよう書かれた素案に賛成する。 

本県の読書活動推進の取組に対して評

価を頂きありがとうございます。 

県立図書館では、「ひろしま子どもサイ

エンスライブラリー」の開設や「青少年

のための電子図書館 With Booksひろし

ま」、県立学校への図書定期便、不登校

SSR推進校への図書定期便、園所への絵

本の配達便等を行っています。 

引き続き、関係機関が連携し、子供の読

書活動の推進に取り組んでまいります。 

８ 子供たちが、本好きになり、自分から本を選ん

で、読むようになることや、自分で、目的に応

じて、本を選択して進んで読めるようになるこ

とを願って、地域の女性会の私たちが、地域の

小学校へ月１回位、学校の図書室の本や公立図

書館の本を活用して、発達段階に合わせて本を

選択し、学年ごとに分かれて、読み聞かせをし

ている。 

地域の読書活動推進に取り組んでいた

だき、ありがとうございます。学校に地

域の教育力を頂くことは、大変重要であ

ると考えております。引き続き、子供の

読書活動の推進に向け、御協力をお願い

いたします。 

９ 放課後子供教室において、子供教室の本や公立

図書館の本を活用して、興味関心をひくよう工

夫しながら、指導員がほとんど毎日、本や紙芝

居の読み聞かせをしている。 

地域の読書活動推進に取り組んでいた

だき、ありがとうございます。毎日の読

み聞かせは、子供の読書活動の推進に有

効であると考えております。引き続き、

御協力をお願いいたします。 

10 手近なところで本を気軽に手にするような環境

の整備が必要ではないか。 

P６にありますように、例えば、電子書

籍の充実を図ることにより、時間や場所

を問わず、気軽に読書をすることができ

るよう、取組を進めてまいります。 
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番号 寄せられた意見の内容 意見に対する県の考え方 

11 どのような本が、興味がもたれるのか、何を読むべき

なのか、与える側の取捨選択が必要ではないか。 

P17にありますように、公立図書館

は、児童生徒の興味・関心の高い本

や、自らの生き方や社会問題等につ

いて考えを深めるきっかけとなる本

を学校に提供してまいります。また

学校には、図書購入リクエスト等、

児童生徒からの意見聴取の機会の確

保について働きかけてまいります。 

12 スマホがこんなに幅を利かせている現状では、本を紙

で提供することばかりに拘っていると改善はできな

いと考える。 

P６にありますように、電子書籍の充

実を図ることにより、時間や場所を

問わず、気軽に読書をすることがで

きるよう、取組を進めてまいります。 

13 学校図書館の充実を図るための予算を整備すること、

データベースの整備をすることなどが重要ではない

か。 

学校図書館の充実に向け、頂いた御

意見は、今後の取組の参考とさせて

いただきます。 

14 2014 年 10 月 22 日の読売新聞の１面に教育先進国と

いわれるスウェーデンの教育事情が記載されていた。

「端末重視で学力低下」の見出しの記事であったが、

驚くと同時に納得もした。電子的なものを完全に否定

するわけではないが、特に子供の読書という観点で考

えると、電子書籍の充実は慎重に考えるべきではない

だろうか。 

P６にありますように、電子書籍によ

る読書については、子供の発達段階

を考慮して推進してまいります。 

15 学校司書の配置状況について「小学校が 21.2%から

87.1%～」とありますが、司書 1名あたりの担当学校

数について触れられていない。 

他府県と比較し、配置された司書教諭が学校図書館運

営を適正に行える状況であるのか疑問がある。比較対

象が近年の広島県と比較しており、比較対象は全国平

均、中国地方との比較などにすべきと考える。 

学校司書につきましては、まずは各

校種において配置の拡充を目指して

おり、「学校司書を配置している学校

の増加」を指標としております。 

16 ＜目指す子供の姿＞にある３項目について考えた時

に、「読書」の定義について考え直す必要があると考

える。現状では漫画いわゆる「コミック」は読書にあ

たらないと考えていると思うが、諸外国では漫画を読

む事も立派な読書としてとらえられている。 

「読書」の定義につきましては、「学

校読書調査」（公益社団法人全国学校

図書館協議会）において、読んだ本

の冊数に、教科書、学習参考書、漫

画、雑誌や付録は含まれないことと

されており、本県においてもこれに

準じて整理しております。 

17 全校一斉読書活動（朝読）について、P４にあるよう

に実施率は小中で 80％を超えている。また P５、P11

ではこの活動の継続が盛り込まれている。しかしなが

ら、この数値についても具体的な条件なく調査されて

いるのではないか。全校一斉読書は不読率の減少や、

速読力、更には読解力の向上といった学力の基礎につ

ながる大切な取組である。週何回以上、何分以上とい

った具体的な目安となる条件設定を御検討いただき

たい。 

全校一斉読書活動については、県と

して一律に具体な回数等の目安は示

さず、各学校が児童生徒の実態に応

じて取り組むものと考えておりま

す。 
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18 学校司書について、P３で配置率が上がったと書かれ

ている。配置率の上昇はまず第一歩と言えるが、実際

にはパートタイムや兼務の場合がほとんどである。配

置率だけでなく、在室時間が開校時間の何パーセント

であるかといった、より正確な状況把握が必要だと考

える。５校以上を兼務、月に２回しかいないといった

状況でも配置したと言えるのか。人的環境整備は、こ

の計画を進めるにあたって、全体を通して核となる重

要な要素である。今一度ご検討いただきたい。また配

置されていても、学校司書の交流や研修の場がない、

あるいは極端に少ない状況である。Ｐ７にあるスキル

アップ研修、Ｐ13 の具体的な取組に学校司書も参加

できるよう御検討いただきたい。 

頂いた御意見を参考にし、児童生徒

にとって様々な興味・関心に応える

魅力的な学校図書館運営がされるよ

う、必要な人的配備及び専門性を高

める人材育成について、学校及び市

町教育委員会等と連携してまいりま

す。 

19 学校図書館が登校から下校までの時間、いつでも利用

できるスペースとなっているのか把握が必要ではな

いか。学校図書館ガイドラインでも、学校図書館の機

能に居場所としての役割が上がっている。開館状況の

詳しい調査を御検討いただきたい。 

学校図書館の運営に係っては、各学

校が判断するものと考えており、必

要に応じて状況把握を行ってまいり

ます。 

20 計画的な利用のさらなる促進のためにも、計画の作成

だけでなく実際の利用状況や好事例の紹介について

も御検討いただきたい。 

P20の学校図書館の見学会や、司書教

諭等研修において、実際の利用状況

や好事例の紹介をしてまいります。 

21 昨今、家庭での読書活動推進が強化されていることに

より、保護者が義務感で取り組むこともあり、本来の

楽しさを見いだせなかったり、精神的な負担を感じて

いたりする場合もある。子供と共に楽しむ場と、子供

と離れ大人だけでも楽しめることを体験できる場も

提供してほしい。 

県立図書館では、サイエンスライブ

ラリー（自然科学分野等リアル系の

図書の魅力的な配架等を行っている

コーナー）を開設し、子供と共に楽

しむ場を提供しています。 

また、公立図書館では、おはなし会

や一般の方を対象とした各種のイベ

ントなどが開催されています。こう

した情報を、積極的に発信してまい

ります。 

22 研修において、蔵書構成の再構築について、地域性や

学校の特徴を反映させた具体的モデルを複数提示し

て欲しい。 

頂いた御意見を参考にし、司書教諭

等研修や教育センターの研修講座の

内容を充実させてまいります。 

23 団体貸出の仕組みを整理し教員個人ではなく学校単

位で申請をする、貸返をお互いの業務時間内に確保す

るなどの改善に取り組んでほしい。 

頂いた御意見を参考にし、児童生徒

の読書活動の推進に向けて、団体貸

出が組織的に行われるよう、学校及

び市町教育委員会等と連携してまい

ります。 
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24 司書教諭と学校司書の業務範囲の確認と、それぞれの

作業時間の確保を徹底してほしい。 

頂いた御意見を参考にし、児童生徒

の様々な興味・関心に応える魅力的

な学校図書館運営が組織的に行われ

るよう、学校及び市町教育委員会等

と連携してまいります。 

25 読み聞かせの実例や選書に加えて、学校現場ならでは

の配慮、成長期にある児童生徒の特徴、支援の必要な

児童生徒の一般的特徴、個人情報の取り扱い、著作権

などについても、研修してほしい。 

頂いた御意見を参考にし、司書教諭

等研修や教育センターの研修講座の

内容を充実させてまいります。 

26 書店の減少が止まらない中、本との出会いの場とし

て、図書館の本棚・学校の本棚・子供支援施設等の本

棚の量の充実と、誰も手に取らない古本や時代に合わ

ない本などを新しいものへと、本棚の質の見直しを進

めてほしい。 

P22にありますように、適切な廃棄・

更新が行われるよう、引き続き、司

書教諭等研修や教育センターの研修

講座において、受講者等に働きかけ

てまいります。 

27 本の魅力を伝え、プレゼンテーション力を高める「ビ

ブリオバトル」が、もっと広がっていく取組（しかけ）

を進めてほしい。 

P11にありますように、ビブリオバト

ルをはじめとする児童生徒の発達段

階や実態に応じた本に親しませる取

組の効果等について、各種研修等を

通じて情報発信してまいります。 

28 同一市町内の公立図書館と小中学校の学校図書館の

運営を一本化している市がある。参考にしてはどう

か。 

各市町における公立図書館の運営体

制や学校図書館とのネットワークに

関する状況は様々であり、運営の一

本化については、そうした実態を踏

まえて、各市町において適切に検討

されるべきものと考えております。 

29 学校図書館の資料の充実を図るために、基本図書リス

トなどの情報提供を県立図書館が行ってはどうか。 

県立図書館では、対象年齢別のお薦

め本の情報や資料展示のテーマに沿

った図書リストを学校に提供すると

ともにホームページで公開していま

す。頂いた御意見を参考に今後も学

校図書館の参考となる情報を発信し

てまいります。 

30 学校図書館担当者が児童図書の専門知識を持つため

の研修を実施してはどうか。 

頂いた御意見を参考にし、司書教諭

等研修や教育センターの研修講座の

内容を充実させてまいります。 

31 ボランティアに児童図書（絵本だけでなく）に関する

研修を実施してはどうか。 

県立図書館では、おはなし会ボラン

ティア研修として、読み聞かせに関

する研修を行っています。 

学校や公立図書館における読み聞か

せ等のボランティア活動の促進に向

け、頂いた御意見は、今後の取組の

参考とさせていただきます。 
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32 学校司書は、司書資格を持ち、児童図書に関して専門

知識を持っている人物を配置することが必要である。

また、学校間格差（蔵書・人材など）をなくすことが

必要である。 

頂いた御意見を参考にし、児童生徒

の様々な興味・関心に応える魅力的

な学校図書館運営が組織的に行われ

るよう、学校及び市町教育委員会等

と連携してまいります。 
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